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大
分
県
会
計
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
三
十
一
年
三
月
十
四
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞

大
分
県
規
則
第
六
号

　
　
　
大
分
県
会
計
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

大
分
県
会
計
規
則
（
昭
和
四
十
九
年
大
分
県
規
則
第
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
四
の
警
察
本
部
の
項
中
「
隊
）
」
を
「
隊
、
室
）
」
に
、
「
少
年
課
長
」
を
「
人
身
安
全
・
少
年

課
長
」
に
改
め
、
「
生
活
環
境
課
長
」
の
下
に
「
、
サ
イ
バ
ー
犯
罪
対
策
課
長
」
を
加
え
る
。

　
　
　

附
　
則

毎
週　

火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）　

発
行
人　

大　

分　

県　
　

編
集　

㈱
イ
ン
タ
ー
プ
リ
ン
ツ　
　

（
定
価　

一
箇
年　

三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
一
年
三
月
十
四
日
か
ら
施
行
す
る
。

○
人
事
委
員
会
規
則

　

職
員
の
給
与
の
支
給
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
三
十
一
年
三
月
十
四
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
人
事
委
員
会
委
員
長　
　

石　
　
　

井　
　
　

久　
　
　

子　

大
分
県
人
事
委
員
会
規
則
第
三
号

　
　
　
職
員
の
給
与
の
支
給
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

職
員
の
給
与
の
支
給
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
大
分
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

  

別
表
第
三
の
警
察
本
部
の
部
の
本
部
の
項
中
「
監
察
官
（
公
安
職
八
級
の
職
に
あ
る
者
又
は
公
安
職
七
級

の
う
ち
人
事
委
員
会
が
指
定
す
る
職
に
あ
る
者
）
」
の
下
に
「
、
特
殊
詐
欺
・
窃
盗
犯
罪
抑
止
対
策
官
」
を

加
え
、
「
特
捜
隊
長
」
を
「
特
別
捜
査
隊
長
」
に
改
め
、
同
部
の
警
察
署
の
項
中
「
地
域
官
、
交
通
官
」
を

「
地
域
交
通
官
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

○
公
安
委
員
会
規
則

　
大

分
県

警
察

の
組

織
に

関
す

る
規

則
の

一
部

を
改

正
す

る
規

則
を

こ
こ

に
公

布
す

る
。

　
　

平
成

3
1
年

３
月

1
4
日

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

大
分

県
公

安
委

員
会

委
員

長
　

　
石

　
　

　
田

　
　

　
敦

　
　

　
子

　

大
分

県
公

安
委

員
会

規
則

第
１

号

　
　

　
大
分
県
警
察
の
組
織
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　
大

分
県

警
察

の
組

織
に

関
す

る
規

則
（

平
成

６
年

大
分

県
公

安
委

員
会

規
則

第
１

号
）

の
一

部
を

次
の

よ

う
に

改
正

す
る

。

　
第

３
条

第
１

項
の

表
の

生
活

安
全

部
の

項
中

　

「
少

　
年

　
課

 
生

活
環

境
課

」
を

「
人

身
安

全
・

少
年

課

生
活

環
境

課

サ
イ

バ
ー

犯
罪

対
策

課
」

に
改

め

る
。

一
〇



平
成
三
十
一
年
三
月
十
四
日

二

大
分
県
報
号
外
（
公
安
委
規
則
）

　
第

３
条

第
３

項
の

表
の

生
活

安
全

企
画

課
の

項
中

　

「
許

可
等

事
務

管
理

室

  ス
ト

ー
カ

ー
・

Ｄ
Ｖ

等
総

合
対

策
室

」
を

「
許

可
等

事
務

管
理

室
」

に
改

め
る

。

　
第

３
条

第
３

項
の

表
の

生
活

環
境

課
の

項
を

削
る

。

　
第

３
条

第
３

項
の

表
の

刑
事

企
画

課
の

項
中

「
捜

査
支

援
室

」
を

「
機

動
捜

査
隊

   捜
査

支
援

室
」

に
改

め
、

同
表

の
捜

査
第

一
課

の
項

中
「

機
動

捜
査

隊

   検
視

官
室

」
を

「
検

視
官

室
」

に
改

め
る

。

　
第

４
条

の
表

の
交

通
機

動
隊

の
項

を
削

る
。

　
第

５
条

の
表

の
監

察
官

の
項

の
次

に
次

の
よ

う
に

加
え

る
。

特
殊

詐
欺

・
窃

盗
犯

罪
抑

止
対

策
官

生
活

安
全

企
画

課
警

視
の

階
級

に
あ

る
警

察
官

上
司

の
命

を
受

け
、

特
定

の
事

務
を

処
理

す
る

。

　
第

５
条

の
表

の
広

域
捜

査
官

の
項

中
「

捜
査

第
一

課
」

を
「

刑
事

企
画

課
及

び
捜

査
第

一
課

」
に

改
め

、

同
表

の
犯

罪
被

害
者

支
援

官
の

項
の

次
に

次
の

よ
う

に
加

え
る

。

特
別

捜
査

隊
長

捜
査

第
一

課
警

視
の

階
級

に
あ

る
警

察
官

上
司

の
命

を
受

け
、

特
定

の
事

務
を

処
理

す
る

。

　
第

５
条

の
表

の
交

通
事

故
事

件
捜

査
統

括
官

の
項

の
次

に
次

の
よ

う
に

加
え

る
。

暴
走

族
対

策
官

交
通

指
導

課
警

視
の

階
級

に
あ

る
警

察
官

上
司

の
命

を
受

け
、

特
定

の
事

務
を

処
理

す
る

。

　
第

５
条

の
表

の
被

害
者

連
絡

調
整

官
の

項
の

次
に

次
の

よ
う

に
加

え
る

。

通
告

官
交

通
反

則
通

告
セ

ン
タ

ー

警
視

の
階

級
に

あ
る

警

察
官

上
司

の
命

を
受

け
、

特
定

の
事

務
を

処
理

す
る

。

　
第

５
条

の
表

の
隊

長
の

項
中

「
、

交
通

機
動

隊
」

を
削

る
。

　
第

1
4
条

第
６

号
を

削
り

、
同

条
第

７
号

を
同

条
第

６
号

と
し

、
同

条
第

８
号

中
「

少
年

課
」

を
「

人
身

安

全
・

少
年

課
」

に
改

め
、

同
号

を
同

条
第

７
号

と
し

、
同

条
第

９
号

を
同

条
第

８
号

と
し

、
同

条
第

1
0
号

中

「
生

活
環

境
課

」
を

「
人

身
安

全
・

少
年

課
及

び
生

活
環

境
課

」
に

改
め

、
同

号
を

同
条

第
９

号
と

し
、

同

条
中

第
1
1
号

を
第

1
0
号

と
し

、
第

1
2
号

を
第

1
1
号

と
し

、
同

号
の

次
に

次
の

１
号

を
加

え
る

。

　
⑿

  　
核

原
料

物
質

、
核

燃
料

物
質

及
び

原
子

炉
の

規
制

に
関

す
る

法
律

（
昭

和
3
2
年

法
律

第
1
6
6
号

）
、

放
射

性
同

位
元

素
等

に
よ

る
放

射
線

障
害

の
防

止
に

関
す

る
法

律
（

昭
和

3
2
年

法
律

第
1
6
7
号

）
、

化

学
兵

器
の

禁
止

及
び

特
定

物
質

の
規

制
等

に
関

す
る

法
律

（
平

成
７

年
法

律
第

6
5
号

）
及

び
感

染
症

の

予
防

及
び

感
染

症
の

患
者

に
対

す
る

医
療

に
関

す
る

法
律

（
平

成
1
0
年

法
律

第
1
1
4
号

）
の

施
行

に
関

す
る

事
務

で
公

安
委

員
会

の
所

掌
に

属
す

る
も

の
に

関
す

る
こ

と
。

　
第

1
4
条

中
第

1
3
号

及
び

第
1
4
号

を
削

り
、

第
1
5
号

を
第

1
3
号

と
し

、
第

1
6
号

を
第

1
4
号

と
す

る
。

　
第

1
5
条

中
第

９
号

を
第

1
0
号

と
し

、
第

１
号

か
ら

第
８

号
ま

で
を

１
号

ず
つ

繰
り

下
げ

、
同

条
に

第
１

号

と
し

て
次

の
１

号
を

加
え

る
。

　
⑴

　
地

域
警

察
の

運
営

に
関

す
る

企
画

及
び

調
整

に
関

す
る

こ
と

。

　
第

1
5
条

の
２

を
次

の
よ

う
に

改
め

る
。

　
（

人
身

安
全

・
少

年
課

の
分

掌
事

務
）

第
1
5
条
の
２

　
人

身
安

全
・

少
年

課
に

お
い

て
は

、
次

に
掲

げ
る

事
務

を
つ

か
さ

ど
る

。

　
⑴

  　
ス

ト
ー

カ
ー

行
為

等
の

規
制

等
に

関
す

る
法

律
（

平
成

1
2
年

法
律

第
8
1
号

）
の

施
行

に
関

す
る

こ

と
。

　
⑵

  　
配

偶
者

か
ら

の
暴

力
の

防
止

及
び

被
害

者
の

保
護

等
に

関
す

る
法

律
（

平
成

1
3
年

法
律

第
3
1
号

）
の

施
行

に
関

す
る

こ
と

。

　
⑶

　
恋

愛
感

情
等

の
も

つ
れ

に
起

因
す

る
暴

力
的

事
案

対
策

に
関

す
る

こ
と

。

　
⑷

　
子

供
と

女
性

を
対

象
と

す
る

性
犯

罪
等

の
予

防
に

関
す

る
こ

と
。

　
⑸

　
児

童
虐

待
事

案
、

高
齢

者
虐

待
事

案
、

障
害

者
虐

待
事

案
等

の
防

止
に

関
す

る
こ

と
。

　
⑹

　
酩

酊
者

、
行

方
不

明
者

、
迷

い
子

そ
の

他
応

急
の

救
護

を
要

す
る

者
の

保
護

に
関

す
る

こ
と

。

　
⑺

　
少

年
非

行
の

防
止

に
関

す
る

企
画

及
び

調
査

に
関

す
る

こ
と

。

　
⑻

　
少

年
に

係
る

事
件

の
捜

査
及

び
調

査
に

関
す

る
こ

と
。

　
⑼

　
少

年
の

福
祉

を
害

す
る

犯
罪

の
取

締
り

に
関

す
る

こ
と

。

　
⑽

　
少

年
に

対
す

る
暴

力
団

の
影

響
の

排
除

に
関

す
る

こ
と

。

　
⑾

　
少

年
の

補
導

及
び

少
年

相
談

に
関

す
る

こ
と

。

　
⑿

　
犯

罪
そ

の
他

少
年

の
健

全
な

育
成

を
阻

害
す

る
行

為
に

係
る

被
害

少
年

の
保

護
に

関
す

る
こ

と
。

　
⒀

  　
青

少
年

の
健

全
な

育
成

に
関

す
る

条
例

（
昭

和
4
1
年

大
分

県
条

例
第

4
0
号

）
の

施
行

に
関

す
る

事
務

で
公

安
委

員
会

の
所

掌
に

属
す

る
も

の
に

関
す

る
こ

と
。

　
⒁

　
少

年
警

察
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
に

関
す

る
こ

と
。

　
⒂

  　
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

異
性

紹
介

事
業

を
利

用
し

て
児

童
を

誘
引

す
る

行
為

の
規

制
等

に
関

す
る

法
律

違

反
の

取
締

り
に

関
す

る
こ

と
。

　
⒃

  　
犯

罪
被

害
者

支
援

（
他

の
課

及
び

隊
の

所
掌

に
係

る
も

の
を

除
く

。
）

に
関

す
る

こ
と

。

　
第

1
6
条

中
第

７
号

を
削

り
、

第
８

号
を

第
７

号
と

し
、

第
９

号
を

削
り

、
第

1
0
号

を
第

８
号

と
し

、
同

条

第
1
1
号

中
「

、
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

異
性

紹
介

事
業

を
利

用
し

て
児

童
を

誘
引

す
る

行
為

の
規

制
等

に
関

す
る
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四
日

三

大
分
県
報
号
外
（
公
安
委
規
則
・
警
察
本
部
訓
令
）

法
律

違
反

」
を

削
り

、
同

号
を

同
条

第
９

号
と

し
、

同
条

中
第

1
2
号

を
第

1
0
号

と
し

、
第

1
3
号

か
ら

第
1
7
号

ま
で

を
削

り
、

第
1
8
号

を
第

1
1
号

と
す

る
。

　
第

1
6
条

の
２

中
第

８
号

を
削

り
、

第
９

号
か

ら
第

1
2
号

ま
で

を
１

号
ず

つ
繰

り
上

げ
、

同
号

の
次

に
次

の

１
号

を
加

え
る

。

　
⑿

　
機

動
捜

査
に

関
す

る
こ

と
。

　
第

1
6
条

の
２

を
第

1
6
条

の
３

と
し

、
第

1
6
条

の
次

に
次

の
１

条
を

加
え

る
。

　
（

サ
イ

バ
ー

犯
罪

対
策

課
の

分
掌

事
務

）

第
1
6
条
の
２

　
サ

イ
バ

ー
犯

罪
対

策
課

に
お

い
て

は
、

次
に

掲
げ

る
事

務
を

つ
か

さ
ど

る
。

　
⑴

　
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

そ
の

他
の

高
度

情
報

通
信

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

関
係

事
犯

の
取

締
り

に
関

す
る

こ
と

。

　
⑵

　
前

号
に

掲
げ

る
も

の
の

ほ
か

、
高

度
な

情
報

技
術

を
利

用
す

る
犯

罪
の

取
締

り
に

関
す

る
こ

と
。

　
⑶

  　
情

報
技

術
の

利
用

に
伴

う
犯

罪
、

事
故

そ
の

他
の

事
案

に
係

る
市

民
生

活
の

安
全

と
平

穏
に

関
す

る

こ
と

。

　
⑷

　
情

報
技

術
の

利
用

に
伴

う
犯

罪
の

予
防

に
関

す
る

こ
と

。

　
⑸

　
犯

罪
の

取
締

り
の

た
め

の
情

報
通

信
技

術
に

関
す

る
こ

と
。

　
⑹

　
犯

罪
被

害
者

支
援

（
他

の
課

及
び

隊
の

所
掌

に
係

る
も

の
を

除
く

。
）

に
関

す
る

こ
と

。

　
⑺

　
サ

イ
バ

ー
セ

キ
ュ

リ
テ

ィ
に

係
る

企
画

及
び

調
整

に
関

す
る

こ
と

。

　
第

1
7
条

中
第

９
号

を
削

り
、

第
1
0
号

を
第

９
号

と
し

、
第

1
1
号

を
第

1
0
号

と
す

る
。

　
第

3
3
条

の
３

及
び

第
3
5
条

を
削

り
、

第
3
6
条

を
第

3
5
条

と
し

、
第

3
7
条

を
第

3
6
条

と
し

、
同

条
の

次
に

次

の
１

条
を

加
え

る
。

　
（

機
動

捜
査

隊
の

分
掌

事
務

）

第
3
7
条

　
機

動
捜

査
隊

に
お

い
て

は
、

次
に

掲
げ

る
事

務
を

つ
か

さ
ど

る
。

　
⑴

　
殺

人
、

強
盗

等
の

初
動

捜
査

に
関

す
る

こ
と

。

　
⑵

　
前

号
に

掲
げ

る
も

の
の

ほ
か

、
犯

罪
の

捜
査

に
関

す
る

こ
と

。

　
⑶

　
指

令
、

急
訴

等
に

基
づ

く
事

件
及

び
事

故
の

初
動

措
置

に
関

す
る

こ
と

。

　
第

3
7
条

の
２

中
「

次
に

掲
げ

る
事

務
」

を
「

犯
罪

捜
査

の
支

援
に

関
す

る
事

務
」

に
改

め
、

同
条

各
号

を

削
る

。

　
第

3
7
条

の
２

の
次

に
次

の
１

条
を

加
え

る
。

　
（

通
訳

セ
ン

タ
ー

の
分

掌
事

務
）

第
3
7
条
の
３

　
通

訳
セ

ン
タ

ー
に

お
い

て
は

、
通

訳
及

び
翻

訳
に

関
す

る
事

務
を

つ
か

さ
ど

る
。

　
第

3
8
条

の
２

及
び

第
3
8
条

の
３

を
削

り
、

第
3
8
条

の
４

を
第

3
8
条

の
２

と
す

る
。

　
第

5
0
条

第
１

項
第

３
号

中
「

、
杵

築
日

出
警

察
署

」
を

削
り

、
「

、
日

田
警

察
署

及
び

佐
伯

警
察

署
」

を

「
及

び
日

田
警

察
署

」
に

改
め

、
同

項
第

４
号

中
「

大
分

南
警

察
署

」
の

次
に

「
、

杵
築

日
出

警
察

署
」

を
、

「
豊

後
高

田
警

察
署

」
の

次
に

「
、

佐
伯

警
察

署
」

を
加

え
る

。

　
第

5
4
条

第
１

項
中

「
地

域
官

、
刑

事
官

及
び

交
通

官
」

を
「

地
域

交
通

官
及

び
刑

事
官

」
に

、
「

地
域

官

及
び

交
通

官
」

を
「

地
域

交
通

官
」

に
改

め
、

「
及

び
中

津
警

察
署

」
を

削
り

、
「

刑
事

官
を

、
」

の
次

に

「
中

津
警

察
署

及
び

」
を

加
え

、
同

条
第

２
項

中
「

地
域

官
、

」
を

「
地

域
交

通
官

及
び

」
に

改
め

、
「

及

び
交

通
官

」
を

削
り

、
同

条
第

４
項

中
「

地
域

官
」

を
「

地
域

交
通

官
」

に
改

め
、

「
地

域
警

察
」

の
次

に

「
及

び
交

通
警

察
」

を
加

え
、

同
条

第
６

項
を

削
る

。

　
第

5
5
条

第
１

項
中

「
係

に
」

を
「

係
及

び
班

に
」

に
改

め
る

。

　
　

　
附
　
則

　
（

施
行

期
日

）

１
　

こ
の

規
則

は
、

公
布

の
日

か
ら

施
行

す
る

。

　
（

傍
受

令
状

等
の

請
求

等
を

す
る

こ
と

が
で

き
る

司
法

警
察

員
の

指
定

に
関

す
る

規
則

の
一

部
改

正
）

２
  　

傍
受

令
状

等
の

請
求

等
を

す
る

こ
と

が
で

き
る

司
法

警
察

員
の

指
定

に
関

す
る

規
則

（
平

成
1
2
年

大
分

県
公

安
委

員
会

規
則

第
1
1
号

）
の

一
部

を
次

の
よ

う
に

改
正

す
る

。

　
　

第
２

号
中

「
交

通
官

」
を

「
地

域
交

通
官

」
に

改
め

る
。

○
警
察
本
部
訓
令

大
分
県
警
察
本
部
訓
令
第
１
号

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
警

　
察

　
本

　
部

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
警

　
察

　
学

　
校

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
警

　
　

察
　

　
署

　

　
大

分
県

警
察

公
印

管
理

規
程

（
平

成
６

年
大

分
県

警
察

本
部

訓
令

甲
第

５
号

）
の

一
部

を
次

の
よ

う
に

改

正
す

る
。

　
　

平
成

3
1
年

３
月

1
4
日

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

大
分

県
警

察
本

部
長

　
石

　
川

　
泰

　
三

　

　
第

９
条

第
１

項
に

次
の

た
だ

し
書

を
加

え
る

。

　
　

た
だ

し
、

別
に

定
め

が
あ

る
場

合
は

、
こ

の
限

り
で

な
い

。

　
　

　
附
　
則

　
こ

の
訓

令
は

、
平

成
3
1
年

４
月

１
日

か
ら

施
行

す
る

。

　
　

　
　

　
　

　
　

　

大
分
県
警
察
本
部
訓
令
第
２
号

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
警

　
察

　
本

　
部

　



平
成
三
十
一
年
三
月
十
四
日

四

大
分
県
報
号
外
（
警
察
本
部
訓
令
）

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
警

　
察

　
学

　
校

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
警

　
　

察
　

　
署

　

　
被

疑
者

取
調

べ
の

監
督

に
関

す
る

規
程

（
平

成
2
1
年

大
分

県
警

察
本

部
訓

令
第

４
号

）
の

一
部

を
次

の
よ

う
に

改
正

す
る

。

　
　

平
成

3
1
年

３
月

1
4
日

                                      　
　

　
　

　
　

　
　

          大
分

県
警

察
本

部
長

　
石

　
川

　
泰

　
三

　

　
第

３
条

第
１

項
中

「
、

地
域

官
若

し
く

は
交

通
官

」
を

「
若

し
く

は
地

域
交

通
官

」
に

改
め

る
。

　
第

１
号

様
式

を
次

の
よ

う
に

改
め

る
。



平
成
三
十
一
年
三
月
十
四
日

五

大
分
県
報
号
外
（
警
察
本
部
訓
令
）

第
１
号
様
式
（
第
６
条
、
第
７
条
、
第
1
0
条
関
係
）

取
調
べ
・
監
督
状
況
一
覧
表

取
調
べ
年
月
日

取
調
べ
官

取
調

べ
状

況
監

督
状

況
番
所

被
疑
者
氏
名

逮
捕

取
調
べ

取
調

べ
時

間
承

認
取
調
べ
状

第
１
・
３
回
目
視
認

第
２
・
４
回
目
視
認

属
（
年
齢
）

勾
留

罪
名

場
所

所
属
・
係

階
級
・
氏
名

合
計

書
式
況
報
告
書

備
考

号
名

（
性
別
）

の
有
無

１
２

３
４

５
６

承
認
者
・
時
記
録
先
被
疑
者
事
件

作
成
署
名
視
認
時
間
実
施
者

監
督
対
象

視
認
時
間
実
施
者

監
督
対
象

間
・
形
態

判
明
日
時
区
分

行
為
の
有
無

行
為
の
有
無



平
成
三
十
一
年
三
月
十
四
日

六

      　
附
　
則

　
こ

の
訓

令
は

、
平

成
3
1
年

３
月

1
4
日

か
ら

施
行

す
る

。
た

だ
し

、
第

１
号

様
式

の
改

正
規

定
は

、
平

成
3
1

年
４

月
１

日
か

ら
施

行
す

る
。

　
　

　
　

　
　

　
　

　

大
分
県
警
察
本
部
訓
令
第
３
号

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
警

　
察

　
本

　
部

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
警

　
察

　
学

　
校

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
警

　
　

察
　

　
署

　

　
大

分
県

警
察

の
組

織
に

関
す

る
訓

令
（

平
成

６
年

大
分

県
警

察
本

部
訓

令
甲

第
８

号
）

の
一

部
を

次
の

よ

う
に

改
正

す
る

。

　
　

平
成

3
1
年

３
月

1
4
日

                                             　
　

　
　

　
　

　
　

   大
分

県
警

察
本

部
長

　
石

　
川

　
泰

　
三

　

　
第

２
条

第
１

項
の

表
の

少
年

課
の

項
中

「
少

年
課

」
を

「
人

身
安

全
・

少
年

課
」

に
改

め
る

。

　
第

３
条

第
１

項
の

表
の

生
活

安
全

企
画

課
の

項
を

次
の

よ
う

に
改

め
る

。

生
活

安
全

企
画

課
管

理
係

、
企

画
係

、
指

導
係

安
全

・
安

心
ま

ち

づ
く

り
推

進
室

　

安
全

・
安

心
ま

ち
づ

く
り

推
進

係

許
可

等
事

務
管

理

室

警
備

業
・

探
偵

業
係

、
営

業
係

、
保

安
係

、
支

援
・

指
導

係

　
第

３
条

第
１

項
の

表
の

少
年

課
の

項
及

び
生

活
環

境
課

の
項

を
次

の
よ

う
に

改
め

る
。

人
身

安
全

・
少

年
課

管
理

係
、

企
画

・
指

導
係

、
児

童
虐

待
対

策
係

、
ス

ト
ー

カ
ー

・
Ｄ

Ｖ

対
策

係
、

保
護

・
行

方
不

明
係

、
子

供
・

女
性

支
援

係
、

少
年

事
件

特

別
捜

査
班

、
犯

罪
被

害
者

支
援

係
、

サ
ポ

ー
ト

セ
ン

タ
ー

係

生
活

環
境

課
管

理
係

、
企

画
・

指
導

係
、

犯
罪

被
害

者
支

援
係

、
生

活
環

境
事

件
特

別
捜

査
班

第
３

条
第

１
項

の
表

の
生

活
環

境
課

の
項

の
次

に
次

の
よ

う
に

改
め

る
。

サ
イ

バ
ー

犯
罪

対
策

課
管

理
係

、
企

画
・

指
導

・
サ

イ
バ

ー
セ

キ
ュ

リ
テ

ィ
係

、
犯

罪
被

害
者

支
援

係
、

サ
イ

バ
ー

犯
罪

特
別

捜
査

班
、

技
術

支
援

班

第
３

条
第

１
項

の
刑

事
企

画
課

の
項

及
び

捜
査

第
一

課
の

項
を

次
の

よ
う

に
改

め
る

。

刑
事

企
画

課
管

理
係

、
企

画
係

、
指

導
係

、
犯

罪
統

計
係

、
手

配
・

共
助

係
、

公
判

対
応

係
、

犯
罪

被
害

者
支

援
係

、
取

調
べ

指
導

係
、

通
信

傍
受

指
導

係

機
動

捜
査

隊
機

動
捜

査
班

、
広

域
機

動
捜

査
班

捜
査

支
援

室
情

報
分

析
係

通
訳

セ
ン

タ
ー

通
訳

セ
ン

タ
ー

係

刑
事

研
修

所
研

修
係

捜
査

第
一

課
管

理
係

、
盗

犯
・

手
口

係
、

強
行

犯
係

、
火

災
専

門
捜

査
係

、
性

犯
罪

捜
査

係
、

犯
罪

被
害

者
支

援
係

、
特

殊
犯

特
別

捜
査

班
、

強
行

犯
特

別

捜
査

班
、

性
犯

罪
特

別
捜

査
班

、
窃

盗
犯

特
別

捜
査

班

検
視

官
室

検
視

係

　
第

３
条

第
１

項
の

表
の

捜
査

第
二

課
の

項
中

「
告

訴
・

告
発

特
捜

班
」

を
「

告
訴

・
告

発
事

件
特

別
捜

査

班
」

に
、

「
企

業
・

経
済

犯
罪

特
捜

班
」

を
「

企
業

・
経

済
犯

罪
特

別
捜

査
班

」
に

、
「

知
能

犯
特

捜
班

」

を
「

知
能

犯
特

別
捜

査
班

」
に

、
「

特
殊

詐
欺

特
捜

班
」

を
「

特
殊

詐
欺

事
件

特
別

捜
査

班
」

に
改

め
、

同

表
の

組
織

犯
罪

対
策

課
の

項
中

「
薬

物
・

銃
器

・
組

織
犯

罪
対

策
係

」
を

「
薬

物
・

銃
器

犯
罪

対
策

係
」

に
、

「
組

織
犯

罪
特

捜
班

」
を

「
組

織
犯

罪
特

別
捜

査
班

」
に

改
め

、
同

表
の

交
通

指
導

課
の

項
中

「
交

通

事
件

特
捜

班
」

を
「

交
通

事
件

特
別

捜
査

班
」

に
改

め
、

同
表

の
運

転
免

許
課

の
項

中
「

講
習

係
」

の
次

に

「
、

運
転

適
性

相
談

係
」

を
加

え
、

同
表

の
警

備
第

一
課

の
項

中
「

銃
器

特
捜

班
」

を
「

銃
器

特
別

捜
査

班
」

に
改

め
る

。

　
第

４
条

第
１

項
の

表
を

次
の

よ
う

に
改

め
る

。

職
組

　
　

織
職

　
　

種
職

　
　

　
　

務

参
事

官
警

務
部

警
視

⑴
　

重
要

施
策

に
関

す
る

こ
と

。

⑵
  　

警
察

運
営

に
係

る
企

画
及

び
重

要
課

題
に

関
す

る
こ

と
。

⑶
  　

警
察

予
算

の
編

成
及

び
警

察
施

設
の

整
備

に
関

す
る

こ
と

。

参
事

官
生

活
安

全
部

刑
　

事
　

部

警
 

 
　

視
⑴

  　
生

活
安

全
部

の
運

営
に

関
す

る
企

画
及

び
重

要

課
題

に
関

す
る

こ
と

。

⑵
　

地
域

警
察

に
関

す
る

こ
と

。

⑶
  　

人
身

安
全

総
合

対
策

に
係

る
生

活
安

全
部

及
び

刑
事

部
の

調
整

に
関

す
る

こ
と

。

⑷
  　

生
活

安
全

部
の

所
掌

に
係

る
特

異
重

要
事

件
に

関
す

る
こ

と
。

参
事

官
刑

　
事

　
部

生
活

安
全

部

警
　

備
　

部

警
 

 
　

視
⑴

  　
刑

事
部

の
運

営
に

関
す

る
企

画
及

び
重

要
課

題

に
関

す
る

こ
と

。

⑵
　

組
織

犯
罪

対
策

課
の

所
掌

に
係

る
犯

罪
の

取
締

大
分
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七

　
り

に
関

す
る

こ
と

。

⑶
  　

⑵
の

捜
査

に
係

る
刑

事
部

、
生

活
安

全
部

及
び

警
備

部
の

調
整

に
関

す
る

こ
と

。

⑷
  　

特
殊

詐
欺

等
抑

止
対

策
に

係
る

刑
事

部
及

び
生

活
安

全
部

の
調

整
に

関
す

る
こ

と
。

⑸
  　

刑
事

部
の

所
掌

に
係

る
特

異
重

要
事

件
に

関
す

る
こ

と
。

参
事

官
交

　
通

　
部

警
 

 
　

視
⑴

  　
交

通
部

の
運

営
に

関
す

る
企

画
及

び
重

要
課

題

に
関

す
る

こ
と

。

⑵
  　

交
通

部
の

所
掌

に
係

る
特

異
重

要
事

件
に

関
す

る
こ

と
。

参
事

官
警

備
部

警
 

 
　

視
⑴

  　
警

備
部

の
運

営
に

関
す

る
企

画
及

び
重

要
課

題

に
関

す
る

こ
と

。

⑵
　

重
要

な
警

衛
及

び
警

備
に

関
す

る
こ

と
。

⑶
  　

大
規

模
警

備
実

施
に

関
す

る
こ

と
。

⑷
  　

突
発

重
大

事
案

に
関

す
る

こ
と

。

⑸
  　

警
備

部
の

所
掌

に
係

る
特

異
重

要
事

件
に

関
す

る
こ

と
。

参
事

監
警

　
務

　
部

事
務

職
員

　
会

計
課

、
厚

生
課

及
び

情
報

管
理

課
の

分
掌

事
務

の
う

ち
重

要
事

項
に

関
す

る
こ

と
。

参
事

警
　

務
　

部
事

務
職

員
⑴

  　
警

務
部

の
予

算
に

係
る

企
画

及
び

調
整

に
関

す

る
こ

と
。

⑵
  　

そ
の

他
上

司
の

命
を

受
け

た
事

務
に

関
す

る
こ

と
。

参
　

　
事

生
活

安
全

部
事

務
職

員
⑴

  　
生

活
安

全
部

の
予

算
に

係
る

企
画

及
び

調
整

に

関
す

る
こ

と
。

⑵
  　

そ
の

他
上

司
の

命
を

受
け

た
事

務
に

関
す

る
こ

と
。

参
　

　
事

刑
　

事
　

部
事

務
職

員
⑴

  　
刑

事
部

の
予

算
に

係
る

企
画

及
び

調
整

に
関

す

る
こ

と
。

⑵
  　

そ
の

他
上

司
の

命
を

受
け

た
事

務
に

関
す

る
こ

と
。

参
　

　
事

交
　

通
　

部
事

務
職

員
⑴

  　
交

通
部

の
予

算
に

係
る

企
画

及
び

調
整

に
関

す

る
こ

と
。

⑵
  　

そ
の

他
上

司
の

命
を

受
け

た
事

務
に

関
す

る
こ

と
。

広
報

官
広

　
報

　
課

警
　

　
視

⑴
　

広
報

及
び

広
聴

に
関

す
る

こ
と

。

⑵
　

警
察

安
全

相
談

に
関

す
る

こ
と

。

⑶
  　

そ
の

他
上

司
の

命
を

受
け

た
事

務
に

関
す

る
こ

と
。

参
　

　
事

会
　

計
　

課
事

務
職

員
⑴

　
予

算
、

決
算

及
び

会
計

に
関

す
る

こ
と

。

⑵
  　

財
産

及
び

物
品

の
取

得
、

管
理

及
び

処
分

に
関

す
る

こ
と

。

⑶
  　

そ
の

他
上

司
の

命
を

受
け

た
事

務
に

関
す

る
こ

と
。

組
織

管
理

監
警

　
務

　
課

警
　

　
視

⑴
  　

重
要

施
策

及
び

重
要

課
題

の
企

画
に

関
す

る
こ

と
。

⑵
　

組
織

及
び

定
員

の
管

理
に

関
す

る
こ

と
。

⑶
  　

警
察

施
設

及
び

警
察

予
算

に
係

る
重

要
施

策
に

関
す

る
こ

と
。

主
席

師
範

教
　

養
　

課
事

務
職

員
⑴

  　
術

科
教

養
の

企
画

、
指

導
及

び
推

進
に

関
す

る

こ
と

。

⑵
  　

そ
の

他
上

司
の

命
を

受
け

た
事

務
に

関
す

る
こ

と
。

師
　

　
範

教
　

養
　

課
事

務
職

員
⑴

　
術

科
教

養
の

指
導

及
び

推
進

に
関

す
る

こ
と

。

⑵
  　

そ
の

他
上

司
の

命
を

受
け

た
事

務
に

関
す

る
こ

と
。

術
科

指
導

官
教

　
養

　
課

警
　

　
部

⑴
　

術
科

教
養

の
指

導
及

び
推

進
に

関
す

る
こ

と
。

⑵
  　

そ
の

他
上

司
の

命
を

受
け

た
事

務
に

関
す

る
こ

と
。

監
察

官
監

　
察

　
課

警
視

及
び

警
部

並
び

に
事

務
職

員
　

⑴
　

監
察

に
関

す
る

こ
と

。

⑵
  　

そ
の

他
上

司
の

命
を

受
け

た
事

務
に

関
す

る
こ

と
。
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留
置

管
理

指

導
官

　
　

　

留
置

管
理

課
警

　
　

視
⑴

  　
留

置
管

理
業

務
に

関
す

る
調

査
、

研
究

、
企

画

及
び

指
導

に
関

す
る

こ
と

。

⑵
  　

そ
の

他
上

司
の

命
を

受
け

た
事

務
に

関
す

る
こ

と
。

参
　

　
事

情
報

管
理

課
技

術
職

員
⑴

  　
電

子
計

算
組

織
の

企
画

、
運

用
及

び
指

導
に

関

す
る

こ
と

。

⑵
  　

そ
の

他
上

司
の

命
を

受
け

た
事

務
に

関
す

る
こ

と
。

生
活

安
全

事

件
捜

査
指

導

官
　

生
活

安
全

企

画
課

　
　

　

警
　

　
視

⑴
  　

生
活

安
全

部
の

所
掌

に
係

る
事

件
に

係
る

捜
査

技
術

及
び

捜
査

関
係

法
令

の
研

究
及

び
指

導
に

関

す
る

こ
と

。

⑵
  　

そ
の

他
上

司
の

命
を

受
け

た
事

務
に

関
す

る
こ

と
。

特
殊

詐
欺

・

窃
盗

犯
罪

抑

止
対

策
官

　

生
活

安
全

企

画
課

　
　

　

警
　

　
視

⑴
  　

特
殊

詐
欺

及
び

窃
盗

犯
罪

抑
止

に
係

る
分

析
、

検
討

、
調

整
及

び
指

導
に

関
す

る
こ

と
。

⑵
  　

そ
の

他
上

司
の

命
を

受
け

た
事

務
に

関
す

る
こ

と
。

地
域

指
導

官
地

　
域

　
課

警
視

及
び

警
部

　
　

⑴
  　

地
域

警
察

そ
の

他
の

警
ら

に
関

す
る

調
査

、
研

究
、

企
画

及
び

指
導

に
関

す
る

こ
と

。

⑵
  　

そ
の

他
上

司
の

命
を

受
け

た
事

務
に

関
す

る
こ

と
。

通
信

指
令

官
通

信
指

令
室

警
　

　
部

⑴
　

通
信

指
令

業
務

に
関

す
る

こ
と

。

⑵
  　

そ
の

他
上

司
の

命
を

受
け

た
事

務
に

関
す

る
こ

と
。

少
年

事
件

指

導
官

　
　

　

人
身

安
全

・

少
年

課
　

　

警
　

　
部

⑴
  　

少
年

事
件

に
係

る
捜

査
・

調
査

技
術

及
び

関
係

法
令

の
研

究
及

び
指

導
に

関
す

る
こ

と
。

⑵
  　

そ
の

他
上

司
の

命
を

受
け

た
事

務
に

関
す

る
こ

と
。

生
活

環
境

事

件
捜

査
指

導

官
　

生
活

環
境

課
警

　
　

視
⑴

  　
生

活
経

済
事

件
、

環
境

関
係

事
件

及
び

風
俗

関

係
事

件
に

係
る

捜
査

技
術

及
び

捜
査

関
係

法
令

の

研
究

及
び

指
導

に
関

す
る

こ
と

。

⑵
  　

そ
の

他
上

司
の

命
を

受
け

た
事

務
に

関
す

る
こ

　
と

。

サ
イ

バ
ー

犯

罪
事

件
捜

査

指
導

官
　

　

サ
イ

バ
ー

犯

罪
対

策
課

　

警
　

　
視

⑴
  　

サ
イ

バ
ー

犯
罪

事
件

に
係

る
捜

査
技

術
及

び
捜

査
関

係
法

令
の

研
究

及
び

指
導

に
関

す
る

こ
と

。

⑵
  　

そ
の

他
上

司
の

命
を

受
け

た
事

務
に

関
す

る
こ

と
。

刑
事

指
導

官
刑

事
企

画
課

警
　

　
視

⑴
  　

刑
事

事
件

に
係

る
捜

査
技

術
及

び
捜

査
関

係
法

令
の

研
究

及
び

指
導

に
関

す
る

こ
と

。

⑵
  　

そ
の

他
上

司
の

命
を

受
け

た
事

務
に

関
す

る
こ

と
。

取
調

べ
指

導

官
　

刑
事

企
画

課
警

　
　

視
⑴

  　
取

調
べ

の
高

度
化

及
び

適
正

化
を

図
る

た
め

の

指
導

及
び

教
養

並
び

に
取

調
べ

に
従

事
す

る
警

察

官
に

対
す

る
助

言
に

関
す

る
こ

と
。

⑵
  　

そ
の

他
上

司
の

命
を

受
け

た
事

務
に

関
す

る
こ

と
。

通
信

傍
受

指

導
官

　
　

　

刑
事

企
画

課
警

　
　

視
⑴

  　
通

信
傍

受
の

適
正

の
確

保
の

た
め

の
指

導
及

び

教
養

並
び

に
事

件
主

管
課

及
び

警
察

庁
と

の
連

絡

調
整

に
関

す
る

こ
と

。

⑵
  　

そ
の

他
上

司
の

命
を

受
け

た
事

務
に

関
す

る
こ

と
。

広
域

捜
査

官
刑

事
企

画
課

及
び

捜
査

第

一
課

　
　

　

警
　

 
 

視
⑴

  　
広

域
事

件
の

分
析

、
検

討
、

調
整

及
び

指
導

に

関
す

る
こ

と
。

⑵
  　

そ
の

他
上

司
の

命
を

受
け

た
事

務
に

関
す

る
こ

と
。

犯
罪

被
害

者

支
援

官
　

　

捜
査

第
一

課
警

　
　

視
⑴

  　
犯

罪
の

捜
査

活
動

に
お

け
る

被
害

者
対

策
の

企

画
、

調
査

及
び

実
施

に
関

す
る

こ
と

。

⑵
  　

そ
の

他
上

司
の

命
を

受
け

た
事

務
に

関
す

る
こ

と
。

特
別

捜
査

隊

長
　

捜
査

第
一

課
警

　
　

視
⑴

  　
強

行
犯

、
性

犯
罪

、
窃

盗
犯

及
び

特
殊

犯
の

捜

査
に

関
す

る
こ

と
。

⑵
  　

そ
の

他
上

司
の

命
を

受
け

た
事

務
に

関
す

る
こ

と
。

性
犯

罪
捜

査
捜

査
第

一
課

警
　

　
視

⑴
  　

性
犯

罪
捜

査
に

係
る

捜
査

技
術

及
び

捜
査

関
係

大
分
県
報
号
外
（
警
察
本
部
訓
令
）
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九

指
導

官
　

　
　

法
令

の
研

究
及

び
指

導
に

関
す

る
こ

と
。

⑵
  　

そ
の

他
上

司
の

命
を

受
け

た
事

務
に

関
す

る
こ

と
。

組
織

窃
盗

対

策
官

　
　

　

捜
査

第
一

課
警

　
 

 
視

⑴
  　

組
織

窃
盗

事
件

の
分

析
、

検
討

、
調

整
及

び
指

導
に

関
す

る
こ

と
。

⑵
  　

そ
の

他
上

司
の

命
を

受
け

た
事

務
に

関
す

る
こ

と
。

検
視

官
捜

査
第

一
課

警
視

及
び

警
部

　
　

⑴
  　

死
体

の
検

視
、

検
証

及
び

解
剖

に
関

す
る

こ

と
。

⑵
  　

そ
の

他
上

司
の

命
を

受
け

た
事

務
に

関
す

る
こ

と
。

知
能

犯
事

件

捜
査

指
導

官

捜
査

第
二

課
警

　
　

視
⑴

  　
知

能
犯

事
件

に
係

る
捜

査
技

術
及

び
捜

査
関

係

法
令

の
研

究
及

び
指

導
に

関
す

る
こ

と
。

⑵
  　

そ
の

他
上

司
の

命
を

受
け

た
事

務
に

関
す

る
こ

と
。

組
織

犯
罪

事

件
捜

査
指

導

官
　

組
織

犯
罪

対

策
課

　
　

　

警
　

　
視

⑴
  　

組
織

犯
罪

事
件

に
係

る
捜

査
技

術
及

び
捜

査
関

係
法

令
の

研
究

及
び

指
導

に
関

す
る

こ
と

。

⑵
  　

そ
の

他
上

司
の

命
を

受
け

た
事

務
に

関
す

る
こ

と
。

鑑
識

指
導

官
鑑

　
識

　
課

警
　

　
部

⑴
  　

現
場

鑑
識

に
係

る
技

術
の

研
究

及
び

指
導

に
関

す
る

こ
と

。

⑵
  　

そ
の

他
上

司
の

命
を

受
け

た
事

務
に

関
す

る
こ

と
。

検
　

証
　

官
鑑

　
識

　
課

警
　

　
部

⑴
  　

重
要

事
件

に
係

る
検

証
活

動
及

び
現

場
鑑

識
活

動
の

実
施

及
び

指
導

に
関

す
る

こ
と

。

⑵
  　

そ
の

他
上

司
の

命
を

受
け

た
事

務
に

関
す

る
こ

と
。

鑑
定

指
導

官
科

学
捜

査
研

究
所

　
　

　

技
術

職
員

⑴
  　

鑑
定

に
係

る
指

導
教

養
及

び
調

整
に

関
す

る
こ

と
。

⑵
  　

そ
の

他
上

司
の

命
を

受
け

た
事

務
に

関
す

る
こ

と
。

交
通

管
理

官
交

通
企

画
課

警
　

 
 

視
⑴

　
交

通
安

全
の

総
合

対
策

に
関

す
る

こ
と

。

⑵
 　

そ
の

他
上

司
の

命
を

受
け

た
事

務
に

関
す

る
こ

と
。

交
通

事
故

分

析
官

　
　

　

交
通

企
画

課
警

　
 

 
部

⑴
　

交
通

事
故

の
調

査
及

び
分

析
に

関
す

る
こ

と
。

⑵
  　

総
合

的
な

交
通

事
故

抑
止

対
策

の
立

案
に

関
す

る
こ

と
。

⑶
  　

そ
の

他
上

司
の

命
を

受
け

た
事

務
に

関
す

る
こ

と
。

被
害

者
連

絡

調
整

官
　

　

交
通

指
導

課
警

　
　

視
⑴

  　
交

通
事

故
被

害
者

等
に

係
る

被
害

者
支

援
の

総

括
及

び
指

導
に

関
す

る
こ

と
。

⑵
  　

そ
の

他
上

司
の

命
を

受
け

た
事

務
に

関
す

る
こ

と
。

交
通

事
故

事

件
捜

査
統

括

官
　

交
通

指
導

課
警

　
　

視
⑴

  　
特

定
の

交
通

事
故

事
件

に
係

る
捜

査
の

統
括

及

び
指

導
に

関
す

る
こ

と
。

⑵
  　

そ
の

他
上

司
の

命
を

受
け

た
事

務
に

関
す

る
こ

と
。

交
通

指
導

官
交

通
指

導
課

警
　

　
視

⑴
  　

交
通

事
故

事
件

に
係

る
捜

査
技

術
及

び
捜

査
関

係
法

令
の

研
究

及
び

指
導

に
関

す
る

こ
と

。

⑵
  　

交
通

の
指

導
及

び
取

締
り

管
理

に
関

す
る

こ

と
。

⑶
  　

そ
の

他
上

司
の

命
を

受
け

た
事

務
に

関
す

る
こ

と
。

暴
走

族
対

策

官
　

交
通

指
導

課
警

　
　

視
⑴

　
暴

走
族

対
策

に
関

す
る

こ
と

。

⑵
  　

そ
の

他
上

司
の

命
を

受
け

た
事

務
に

関
す

る
こ

と
。

通
告

官
交

通
反

則
通

告
セ

ン
タ

ー

警
　

　
視

⑴
　

交
通

反
則

の
通

告
及

び
通

知
に

関
す

る
こ

と
。

⑵
  　

そ
の

他
上

司
の

命
を

受
け

た
事

務
に

関
す

る
こ

と
。

参
　

　
　

事
交

通
規

制
課

技
術

職
員

⑴
  　

道
路

の
整

備
に

伴
う

道
路

管
理

者
等

と
の

調
整

に
関

す
る

こ
と

。

⑵
  　

信
号

機
等

の
設

置
、

運
用

及
び

管
理

に
関

す
る

こ
と

。

⑶
  　

そ
の

他
上

司
の

命
を

受
け

た
事

務
に

関
す

る
こ
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分
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一
〇

　
と

。

交
通

管
制

官
交

通
管

制
セ

ン
タ

ー
　

　

技
術

職
員

⑴
  　

交
通

管
制

の
企

画
、

調
査

及
び

管
理

に
関

す
る

こ
と

。

⑵
  　

そ
の

他
上

司
の

命
を

受
け

た
事

務
に

関
す

る
こ

と
。

聴
聞

官
運

転
免

許
課

警
　

 
 

視
⑴

  　
道

路
交

通
法

（
昭

和
3
5
年

法
律

第
1
0
5
号

）
の

規

定
に

基
づ

く
聴

聞
及

び
意

見
の

聴
取

に
関

す
る

こ

と
。

⑵
  　

そ
の

他
上

司
の

命
を

受
け

た
事

務
に

関
す

る
こ

と
。

講
習

指
導

官
運

転
免

許
課

警
　

　
視

⑴
  　

運
転

免
許

に
係

る
講

習
の

実
施

に
関

す
る

調

査
、

研
究

、
企

画
及

び
指

導
に

関
す

る
こ

と
。

⑵
  　

そ
の

他
上

司
の

命
を

受
け

た
事

務
に

関
す

る
こ

と
。

参
　

　
　

事
運

転
免

許
課

事
務

職
員

⑴
  　

運
転

免
許

セ
ン

タ
ー

の
施

設
管

理
及

び
運

営
に

関
す

る
こ

と
。

⑵
　

運
転

免
許

に
係

る
契

約
に

関
す

る
こ

と
。

⑶
  　

そ
の

他
上

司
の

命
を

受
け

た
事

務
に

関
す

る
こ

と
。

警
備

事
件

捜

査
指

導
官

　

警
備

第
一

課
警

　
　

部
⑴

  　
警

備
事

件
に

係
る

捜
査

技
術

及
び

捜
査

関
係

法

令
の

研
究

及
び

指
導

に
関

す
る

こ
と

。

⑵
  　

そ
の

他
上

司
の

命
を

受
け

た
事

務
に

関
す

る
こ

と
。

警
衛

警
護

官
警

備
第

二
課

警
　

　
視

⑴
  　

警
衛

及
び

警
護

の
企

画
及

び
指

導
に

関
す

る
こ

と
。

⑵
  　

そ
の

他
上

司
の

命
を

受
け

た
事

務
に

関
す

る
こ

と
。

災
害

対
策

官
警

備
第

二
課

警
　

　
視

⑴
　

災
害

警
備

に
関

す
る

こ
と

。

⑵
  　

そ
の

他
上

司
の

命
を

受
け

た
事

務
に

関
す

る
こ

と
。

　
第

４
条

第
２

項
を

削
る

。

　
別

表
の

Ｃ
の

項
中

「
、

杵
築

日
出

警
察

署
」

を
削

り
、

「
、

日
田

警
察

署
及

び
佐

伯
警

察
署

」
を

「
及

び

日
田

警
察

署
」

に
改

め
、

同
表

の
Ｄ

の
項

中
「

大
分

南
警

察
署

」
の

次
に

「
、

杵
築

日
出

警
察

署
」

を
、

「
豊

後
高

田
警

察
署

」
の

次
に

「
、

佐
伯

警
察

署
」

を
加

え
る

。

別
表

の
１

の
表

の
総

務
課

の
部

を
次

の
よ

う
に

改
め

る
。

総
務

課

総
務

係
、

犯
罪

被
害

者
支

援
係

、
警

察
安

全
相

談
係

○
○

○

総
務

係
、

犯
罪

被
害

者
支

援
係

、
警

察
安

全
相

談
係

、

留
置

管
理

係
○

総
務

係
、

犯
罪

被
害

者
支

援
係

、
警

察
安

全
相

談
係

、

留
置

管
理

係
、

会
計

係
○

　
　

　
附
　
則

　
（

施
行

期
日

）

１
　

こ
の

訓
令

は
、

平
成

3
1
年

３
月

1
4
日

か
ら

施
行

す
る

。

　
（

警
察

官
の

服
制

に
関

す
る

規
程

の
一

部
改

正
）

２
  　

警
察

官
の

服
制

に
関

す
る

規
程

（
平

成
７

年
大

分
県

警
察

本
部

訓
令

甲
第

９
号

）
の

一
部

を
次

の
よ

う

に
改

正
す

る
。

　
  　

第
1
3
条

第
１

号
中

「
少

年
課

」
を

「
人

身
安

全
・

少
年

課
」

に
改

め
、

「
生

活
環

境
課

」
の

次
に

「
、

サ
イ

バ
ー

犯
罪

対
策

課
」

を
加

え
る

。

   （
大

分
県

警
察

文
書

管
理

規
程

の
一

部
改

正
）

３
  　

大
分

県
警

察
文

書
管

理
規

程
（

平
成

1
8
年

大
分

県
警

察
本

部
訓

令
甲

第
2
6
号

）
の

一
部

を
次

の
よ

う
に

改
正

す
る

。

別
表

第
１

の
２

の
表

中
「

少
年

課
少

年
」

を
「

 人
身

安
全

・
少

年
課

　
人

少
」

に
、

「

」
を

「
サ

イ
バ

ー
犯

罪
対

策
課

刑
事

企
画

課

サ
対

」

に
改

め
る

。
刑

事
企

画
課

刑
企

刑
企

　
（

行
方

不
明

者
発

見
活

動
に

関
す

る
規

程
の

一
部

改
正

）

４
  　

行
方

不
明

者
発

見
活

動
に

関
す

る
規

程
（

平
成

2
2
年

大
分

県
警

察
本

部
訓

令
第

２
号

）
の

一
部

を
次

の

よ
う

に
改

正
す

る
。

　
  　

第
６

条
第

１
項

中
「

生
活

安
全

部
生

活
安

全
企

画
課

長
」

を
「

生
活

安
全

部
人

身
安

全
・

少
年

課
長

」

に
、

「
「

生
活

安
全

企
画

課
長

」
を

「
「

人
身

安
全

・
少

年
課

長
」

に
改

め
、

第
７

条
第

３
項

、
第

1
4
条

第
３

項
、

第
1
5
条

第
３

項
、

第
1
7
条

第
２

項
及

び
第

2
0
条

第
２

項
中

「
生

活
安

全
企

画
課

長
」

を
「

人
身

安
全

・
少

年
課

長
」

に
改

め
る

。

大
分
県
報
号
外
（
警
察
本
部
訓
令
）
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一
一

　
（

大
分

県
警

察
の

緊
急

配
備

に
関

す
る

訓
令

の
一

部
改

正
）

５
  　

大
分

県
警

察
の

緊
急

配
備

に
関

す
る

訓
令

（
昭

和
6
3
年

大
分

県
警

察
本

部
訓

令
第

１
号

）
の

一
部

を
次

の
よ

う
に

改
正

す
る

。

　
  　

第
1
9
条

第
２

項
中

「
刑

事
部

捜
査

第
一

課
機

動
捜

査
隊

員
」

を
「

刑
事

部
刑

事
企

画
課

機
動

捜
査

隊

員
」

に
改

め
る

。

　
（

大
分

県
警

察
少

年
警

察
活

動
規

程
の

一
部

改
正

）

６
  　

大
分

県
警

察
少

年
警

察
活

動
規

程
（

平
成

1
4
年

大
分

県
警

察
本

部
訓

令
甲

第
2
3
号

）
の

一
部

を
次

の
よ

う
に

改
正

す
る

。

　
  　

第
５

条
中

「
生

活
安

全
部

少
年

課
」

を
「

生
活

安
全

部
人

身
安

全
・

少
年

課
」

に
、

「
「

少
年

課
」

を

「
「

人
身

安
全

・
少

年
課

」
に

改
め

る
。

　
　

第
７

条
第

１
項

中
「

少
年

課
」

を
「

人
身

安
全

・
少

年
課

」
に

改
め

る
。

　
  　

第
９

条
第

１
項

中
「

生
活

安
全

部
少

年
課

長
」

を
「

生
活

安
全

部
人

身
安

全
・

少
年

課
長

」
に

、

「
「

少
年

課
長

」
を

「
「

人
身

安
全

・
少

年
課

長
」

に
改

め
、

同
条

第
４

項
中

「
少

年
課

長
」

を
「

人
身

安
全

・
少

年
課

長
」

に
改

め
る

。

　
  　

第
1
3
条

中
「

少
年

課
に

」
を

「
人

身
安

全
・

少
年

課
に

」
に

改
め

、
同

条
第

５
号

中
「

少
年

課
長

」
を

「
人

身
安

全
・

少
年

課
長

」
に

改
め

る
。

　
　

第
1
4
条

第
１

項
及

び
第

３
項

中
「

少
年

課
」

を
「

人
身

安
全

・
少

年
課

」
に

改
め

る
。

　
  　

第
1
6
条

第
３

項
、

第
2
2
条

第
１

項
か

ら
第

４
項

ま
で

、
第

7
5
条

第
２

項
及

び
第

8
0
条

第
２

項
中

「
少

年

課
長

」
を

「
人

身
安

全
・

少
年

課
長

」
に

改
め

る
。

　
　

　
　

　
　

　
　

　

大
分
県
警
察
本
部
訓
令
第
４
号

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
警

　
察

　
本

　
部

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
警

　
察

　
学

　
校

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
警

　
　

察
　

　
署

　
大

分
県

警
察

事
務

決
裁

規
程

（
平

成
2
1
年

大
分

県
警

察
本

部
訓

令
第

1
9
号

）
等

の
一

部
を

次
の

よ
う

に
改

正
す

る
。

　
　

平
成

3
1
年

３
月

1
4
日

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

大
分

県
警

察
本

部
長

　
石

　
川

　
泰

　
三

　
（

大
分

県
警

察
事

務
決

裁
規

程
の

一
部

改
正

）

第
１
条

　
大

分
県

警
察

事
務

決
裁

規
程

の
一

部
を

次
の

よ
う

に
改

正
す

る
。

　
  　

第
２

条
第

１
号

中
「

地
域

官
、

」
を

「
地

域
交

通
官

若
し

く
は

」
に

改
め

、
「

若
し

く
は

交
通

官
」

を

削
る

。

　
　

第
３

条
第

１
項

中
「

地
域

官
、

」
を

「
地

域
交

通
官

及
び

」
に

改
め

、
「

及
び

交
通

官
」

を
削

る
。

　
  　

第
６

条
第

１
項

の
表

の
警

察
署

の
項

中
「

地
域

官
」

を
「

地
域

交
通

官
」

に
改

め
、

「
、

交
通

官
」

を

削
る

。

　
（

大
分

県
警

察
職

員
の

標
準

的
な

職
及

び
標

準
職

務
遂

行
能

力
に

関
す

る
規

程
の

一
部

改
正

）

第
２
条

　
大

分
県

警
察

職
員

の
標

準
的

な
職

及
び

標
準

職
務

遂
行

能
力

に
関

す
る

規
程

（
平

成
2
8
年

大
分

県

警
察

本
部

訓
令

第
1
1
号

）
の

一
部

を
次

の
よ

う
に

改
正

す
る

。

　
  　

別
表

第
１

の
警

視
の

項
中

「
警

視
の

階
級

に
あ

る
監

察
官

」
を

 「
警

視
の

階
級

に
あ

る
監

察
官

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
 特

殊
詐

欺
・

窃
盗

犯
罪

抑
止

対
策

　
官

」
に

、
「

特
捜

隊
長

」
を

「
特

別
捜

査
隊

長
」

に
、

「
地

域
官

」
を

「
地

域
交

通
官

」
に

改
め

、
「

交

　
通

官
」

を
削

る
。

　
（

大
分

県
警

察
に

お
け

る
人

事
評

価
に

関
す

る
規

程
の

一
部

改
正

）

第
３
条

　
大

分
県

警
察

に
お

け
る

人
事

評
価

に
関

す
る

規
程

（
平

成
2
8
年

大
分

県
警

察
本

部
訓

令
第

2
1

号
）

の
一

部
を

次
の

よ
う

に
改

正
す

る
。

　
  　

別
表

第
１

の
警

察
署

の
項

及
び

別
表

第
２

の
警

察
署

の
項

中
「

地
域

官
、

」
を

「
地

域
交

通
官

又
は

」

に
改

め
、

「
又

は
交

通
官

」
を

削
る

。

　
　

　
附
　
則

　
こ

の
訓

令
は

、
平

成
3
1
年

３
月

1
4
日

か
ら

施
行

す
る

。

　
　

　
　

　
　

　
　

　

大
分
県
警
察
本
部
訓
令
第
６
号

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
警

　
察

　
本

　
部

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
警

　
察

　
学

　
校

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
警

　
　

察
　

　
署

　
大

分
県

警
察

に
お

け
る

交
通

機
動

隊
の

運
用

に
関

す
る

訓
令

（
平

成
1
9
年

大
分

県
警

察
本

部
訓

令
第

3
1

号
）

の
一

部
を

次
の

よ
う

に
改

正
す

る
。

　
　

平
成

3
1
年

３
月

1
4
日

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

大
分

県
警

察
本

部
長

　
石

　
川

　
泰

　
三

　
第

３
条

を
次

の
よ

う
に

改
め

る
。

　
（

隊
の

位
置

及
び

活
動

区
域

）

第
３
条

　
交

機
隊

の
位

置
及

び
活

動
区

域
は

、
次

の
表

の
と

お
り

と
す

る
。

位
置

活
動

区
域

大
分

市
大

字
松

岡
県

下
各

警
察

署
の

管
轄

区
域

大
分
県
報
号
外
（
警
察
本
部
訓
令
）



平
成
三
十
一
年
三
月
十
四
日

一
二

　
第

４
条

第
１

項
中

「
隊

長
」

を
「

交
通

部
交

通
機

動
隊

長
（

以
下

「
隊

長
」

と
い

う
。

）
」

に
改

め
る

。

　
別

表
を

削
る

。

　
　

　
附
　
則

　
こ

の
訓

令
は

、
平

成
3
1
年

３
月

1
4
日

か
ら

施
行

す
る

。

大
分
県
報
号
外
（
警
察
本
部
訓
令
）


